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住民と議会の意見交換会 

（平成 29年 11月 16日中央公民館泊分館） 

【開会時間 午後７時４分】 

 

寺地委員長  皆様こんばんは。なかなかお出かけにくい時間帯じゃないかなというふうに思います。

集まりのほうがちょっと少々少ないようでございますが、お集まりのようでございますの

ではじめさせていただきたいというふうに思います。 

私、本日の司会担当をさせていただきます議会運営委員会委員長の寺地でございます。

どうぞよろしくお願いします。このたびの議会報告と皆さんとの意見交換会５回目になる

ようでございますが、昨年も予定はしておったわけですが、御案内のとおり１０月２１日

に中部地震がございまして、湯梨浜町も２，０００件を超えるような被害が出とるという

ような状況でございましたし、また次の年は議会の改選期ということがございまして、と

りやめにしたほうがいいじゃないかなというようなことで見送ったような次第でございま

す。しかしながらこういった皆様方の意見を聞く機会というのは我々議会にとっては大切

なことでございますので、続けるほうがいいというようなことで、きょうこういった形で

開催したような次第でございます。 

なお湯梨浜議会といたしましては、各常任委員会のほうでは各種団体等と意見交換会を

随時やってきとるわけでございまして、そういった中で皆さん方の意見を町政に反映でき

るようになればというような思いでやってきているような次第でございますので、今後と

もどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

いろいろと御意見はいただけると思いますが、我々議会はなかなか実際皆さん方の声を

お聞きして即実行に移せるということでございませんので、答弁できないものにつきまし

ては持ち帰りまして審議なり執行部と協議を行って、また皆様方に議会広報等通じまして

報告していくという格好にしていきたいというふうに考えておるような次第でございます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、開会にあたり入江議長が御挨拶を申し上げます。  

入江議長   皆さん、こんばんは。議長を拝命しております入江でございます。本日は平成２９年度

第５回になります住民と議会の意見交換会を開催しましたところ、皆様御多用の中こうや

ってお集まりいただきましてありがとうございます。趣旨等につきましては議会運営委員

長のほうから、今お話がありましたので少し最近の議会の様子等を踏まえて御挨拶にかえ

させていただきたいなと思います。 

議会のほうでは町と一緒になりまして昨年の１０月２１日の震災を踏まえまして、１０

月の２９日に町の総合防災訓練を行わせていただきました。今回は羽合地区で上浅津そし

て新川地区、二カ所といいますか、新川地区におきましては津波が発生したということで

バスによる移動訓練等も含めてやらしていただいたところでありますし、最近の状況であ

ります北朝鮮の核開発それから核弾道ミサイル等の脅威ということも現実味を帯びている

ところでもあります。これにつきましても、Ｊアラートの訓練等も併せてやらしていただ
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きましたし、議会のほうといたしましても併せて議会としての招集訓練それから対策本部

の立ち上げ等の訓練も併せてやらしていただいたところでありますし、今年は改選後のそ

れぞれ常任委員会の行政視察ということで、教育民生常任委員会のほうは今月の７、８と

京丹後市、兵庫県宍粟市に行ってまいりました。京丹後市におきましては、ささえ合い交

通といいましてウーバー方式をとりまして、自宅まで迎えにきていただくような交通手段

ということを運営しているところを勉強してきましたし、宍粟市におきましては、コミュ

ニティスクールの関係を勉強してきたところであります。もうひとつあります総務産業常

任委員会におきましては、今月末から島根県の海士町、岡山県の吉備ということで、海士

につきましては地方創生の在り方、吉備のほうにつきましては今は指定管理になっており

ますけど、元々は水明荘のように直営の国民宿舎であったということで今後のあり方等を

研究をしてきたいというふうに考えておるところでありまして、研究したこと等も議会だ

より、いろんなメディア等を手法としながら皆様にお知らせをしていくというふうにして

いきたいなと思うところであります。 

本日は泊地区ということもありますし、泊地域のこども園の在り方検討会が、ある程度

方向が出たようですのでそういうことも含めて委員長のほうから報告をさせていただきた

いというふうに思います。先ほどもありましたように、それぞれ皆さんのほうからいろん

な積極的な意見をいただきながら議会のほうの施策等にも反映をしていきたいというふう

に考えておりますので、どうぞ積極的な御意見をいただきますようによろしくお願いいた

します。 

寺地委員長  どうもありがとうございました。本日の報告会につきましては、議員全員で役割分担を

しておりまして発表者は各常任委員長が行いますが、まず最初におおかたの方顔は知って

おられると思いますが、改選後でもございますし議員の自己紹介から始めたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。（議員、事務局自己紹介） 

寺地委員長  それではお手元の日程に従いまして進行していきたいと思います。まず松岡議会運営委

員会副委員長が、資料の説明、日程等の説明を行います。 

松岡副委員長（資料、日程の説明） 

寺地委員長  それでは委員会報告に入りたいと思いますが、最初に総務産業常任委員長より報告をい

ただき、そして教育民生常任委員長、議会広報常任委員長のほうから順次に行っていただ

くということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

浦木委員長  座って失礼します。総務産業常任委員会としては先ほどもありましたけども４点につい

て報告させていただきたいと思います。事業の内容については、行政のほうが詳しく説明

する機会もあるかと思いますので、この場では事業の内容というのはそんなに詳しくは説

明できないかと思います。時間も１委員会１０分というぐあいに限られておりますんで、

それは了解していただきたいというふうに思います。 

まず最初のまちづくりについて、生涯活躍のまち日本版ＣＣＲＣについて、今の議会の

状況を話させていただきます。この問題っていうのはかなり幅が広くて、事業説明以外に

おいても、議会の取り組みにおいても話をしようと思ったら１０分じゃ足らないような大

きな広範囲な問題ですので、かなりはしょった感じで説明させてもらいたいというふうに
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思います。 

なぜこのＣＣＲＣに我が町が取り組むのかということについては、２ページ目に基本目

標が書いてあります。「活力のある元気なまち」「安心して暮らせるまち」「町民みんなが創

るまち」これが３つの基本目標でありまして、このことを目標にしながら生涯活躍のまち

に取り組んでいくということでございます。ただこの皆さんはある程度耳に入っとるかと

思いますけども、このＣＣＲＣっていうのは確かに湯梨浜町の人口を増やす、あるいは活

性化していくという意味において都会あるいは県外あるいは町外から湯梨浜町に移住して

もらうという大きな目標もあります。そういったことをやるのが一つのあれですけども、

だったらばその移住してくる者のための取り組みなのかというふうな疑問もあるかと思い

ますけども、それは３ページ目の赤ラインが引いてありますけども、移住者だけではなく

地元住民に暮らしやすいまちづくりを進めるということも取り組む内容、大きな内容にな

っておりますのでこの辺は御理解願いたいというふうに思います。 

そうしますと、この事業をどこが母体、主体になって取り組んでいくのかということで

ございますけども、初めに行政あるいは第３セク、委員会を作ってどうのこうのという話

がありました。そういった中に先進地っていいますか、南部町は一番はじめこのＣＣＲＣ

に取り組んだわけなんですけども、南部町においてもやはり行政ではなくして民間が主体

となってやるほうがスピード感もある。あるいはこれからいろんな箱物なんかを作ってい

く場合に原価計算、要するにこれはなんぼでできて原価なんぼなんだというそういったこ

とも必要になってくる。そういったことからして民間がやるほうがいいんじゃないかとい

うこともありまして、湯梨浜町としては湯梨浜まちづくり株式会社を立ち上げました。社

長はもちろん民間の方でございます。株式会社ですので町も株は持っとりますけども過半

数の株ではありません。そういったことで会社を立ち上げて取り組んでいるところでござ

います。 

３ページ目の下のほうに生涯活躍のまちのイメージ図が書いてありますけど、主に東郷

エリアっていうのはかなり多いかなという感じはしますけれども、東郷エリアのところで

今あれしとるのが松崎駅前のＪＡの買い物するところがＡコープがなくなりまして、その

なくなったあとをどうするのかと、あるいは買い物っていうことに対して住民の方がかな

り苦労されるというようなこともあって、そこに何か仕掛けをやったらというようなこと

で東郷の松崎駅前にはそういったことでございます。それと今現在、町営住宅もかなり二、

三カ所分散しておりますけども、耐用年数もきとるようなかなり古い建物もあります。そ

ういったものはやっぱり一カ所に集中して町営住宅を建てる必要があるんじゃないか、あ

るいはサ高住といいまして、サービス付き高齢者向け住宅っていうのがあります。この分

も一緒に町営住宅と一緒にしたほうが効率がいいんじゃないかと。ひとつのまちができる

んじゃないかということで、どこにしたらいいのかというようなことがありまして、１つ

の案としてミドーレイクの跡地というようなことが浮かんできております。ただこれはあ

くまでも案でありまして、きょうも議長のほうからちょっとありましたけども北溟中の跡

地等でもできるんではないかと。だから場所はまだ全然決まっておりません。あくまでも

案ということでございますので、そういう理解をしとっていただきたいと思います。 
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   先ほども言いましたけど東郷地区がかなり重点的にエリアになっておりますけども、今

この会場であります泊。泊地区においてはどうなんかというようなことでありますけども、

泊も以前から小さな拠点づくりということで、ここの公民館、あるいは旧庁舎かなりここ

も古くなってきておりまして、そういったところ建て直すのかあるいは新しい場所にする

のかそういうことも含めて、小さな拠点づくりで取り組むというようになっておりますけ

ども、なかなか難しい問題ですので前に進んどるんですけども具体案としてまだ大変なと

ころがあると。もう１点、先ほども言いました東郷の買い物ができなくなったというよう

なこともあったんですけども、泊地区においても以前からも買い物難民がでてしまうんじ

ゃないかというようなこともあります。そういったところで、だったらばどういうぐあい

にしたらいいのかというようなことも含めて、これも小さな拠点づくりの組織の中で１３

人ですか、何人か委員の方がおられますけども、そういった組織の中で取り組んでいきた

いというようなことが、今この泊地区ではやられとるということでございます。 

       次に、水道のループ配管ですけども、本来これは合併した時に泊、東郷、羽合この３地

域を１つの水道パイプで繋ぐと。今、泊は簡易水道です。羽合は上水道です。これを１つ

のパイプで水道管で繋ぐと、そうしたならば同一の同じ水が同じ町民の皆さんに供給でき

るというのと同時に何か事故が起こったとき、この間、羽合地区では去年の１２月に６時

間か７時間ぐらいの断水という事故が起こりました。もし仮にあのときに火事とか何か事

故が起こったときに大変な状況になったというようなことを考えて、やはりそういった常

時供給できる体制が必要だということでループ配管ということを合併時にあったんですけ

ども、これはなかなか難しい問題もありまして、その方向に進んどるですけどもまだ具体

化してないということでございます。そのかわりに近隣の市、鳥取市あるいは倉吉市から

水が不足したときあるいは緊急の場合には水を供給してもらうというふうなことを、今町

の方も積極的に取り組んでおりまして、そういう方向になりつつあるという状況になっと

るということでございます。 

３番目の潮風の丘の整備について、スーパースライダー、風車という件でございますけ

ども、これは泊で一番大きなイベントになっとりますグラウンド・ゴルフ、ここに建っと

ります風力発電なんですけどもお手元の資料を見てもらってもおわかりかと思いますけど

も、７ページですか、売電収入が減ってきつつある。それと逆に修繕料、要するに止まっ

てしまって落雷とかそういうことによって止まってしまって修理が必要になってくるとい

うようなことで修理代がかさんできとるんですけど、ある程度保険で賄われておりますけ

ども、それにしても売電収入っていうのが少なくなりつつあると。耐用年数もかなり経っ

てきたということを考えたらば、これを残しておくのがいいのか、あるいは撤去するのが

いいのかというようなことを我々委員会としては議論をした経過もあります。結論は出ま

せんでしたけども、ただ１点だけ確認しておきたいのは発電、売電する装置、要するに、

今、形だけを残すということをやったとしても、年間維持管理が２００万から３００万か

かるというような試算が出ております。そういったことも踏まえて、ならば風車をどうす

るのかというところというのは今後も委員会としてはきっちりと詰めていきたいと。その

ためにも泊の住民の方の意見というのは十分尊重しながら我々も取り組んでいきたいとい
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うふうに思っておりますので、また機会があったらどしどし委員会のほうに、あるいは議

会のほうにでも思いを伝えていただければというふうに思います。 

最後の分ですけども、松崎駅裏の団地ですけども８ページに図面がついておりますけど

も、そこにこれは全く本当に松崎の駅裏。松崎の駅の南側といいますか、に予定してあり

ます。そこに書いてありますように事業概要とか事業期間が書いてありますんで読んでい

ただければと思いますけども、なぜこの整備をするのかということについては、この間羽

合のときも出たんですけども、農地の荒廃をまず防ぎたいということ。それから梨ってい

うのはやっぱり急傾斜といいますか法面のところが美味しい梨が作れるというようなこと

があって、今梨園というのはそういったかなり厳しい急勾配なっとるところで栽培されて

おります。そういったことを考えた場合に後継者の方がなかなかそういうところで厳しい

作業になってしまうというようなことを考えたら、やはり平地で梨が栽培できないのかと。

そういうことによって梨を一大産地としてやっぱり残しておきたいというＪＡの梨生産部

の方のすごく強い思いがありました。そういったことも踏まえて我々議会としても、やは

り梨というのは湯梨浜においても大変主要産業でもあるというようなことを考えて、やは

りそれは続けるべきではないかということでこれにはＧＯサインを出しております。 

以上が４点の総務産業の議会での議論しとる内容でございます。以上でございます。 

濱中委員長  引き続き教育民生常任委員会より報告をさせていただきます。 

資料のほうは９ページと１０ページになります。新中学校建設事業の進捗状況について

９ページのほうは書かせていただいておりますけど、平成３１年４月開校予定で概ね順調

に推移をしておる状況です。１０ページのほうをこうやって見てみますと完成予想図があ

ります。上のほうがグラウンドがありますけど東側ですね。左側が北側になっですけど給

食センター、その奥にプール。ちょっと見にくいですけどプールのほうは。体育館、校舎

棟。ここの白いところはテニスコートで駐車場となっています。手前が西側になるですけ

ど県道です。県道の拡幅の工事のほうも進んでおります。 

開校準備委員会のほうでは、各部会に分かれてそれぞれ開校に向けての作業を進めてい

るところで、書いてあるとおりで決まったものもありますけど調整中のものもまだある状

況です。 

次に、１１ページの全国学力学習状況調査の結果について表にまとめてあります。小学

校６年生、上の段です。中学校３年生が下の段で２８年度と２９年に行われた結果につい

て比較できるようにしてあります。詳しい説明はしませんけど結果を見ていただければと

思います。 

続いて１２ページ、１３ページです。これは町のほうで説明で配られとる資料ですけど、

平成２７年５月に改正国保法が整備されて、国が財政支援、県が市町村と共に国保財政の

運営を担う。市町村は保険証の発行など引き続ききめ細かい事業を行っていくことが決ま

っています。現在の保険料の統一化であったり事務の統一化であったり統一に向け、県と

市町村の国保の担当課長で構成する連携会議で協議を進められとる状況です。今月ですね、

１１月に運営協議会にかけて最終案を決定していくという運びで進んでおると思います。

詳しい内容については、まだ結果を待たないと報告もここまでの報告で申しわけないです
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けど以上であります。 

なお、現時点では各市町村の保険料は個別に各市町村で決めていくことが決まっておる

ようです。最終的には保険料を統一してというのが国の目指すところになっています。 

続いて１４ページです。今年度から母子保健事業ということで新たに事業が開始されま

した。ここに資料産後ケアの要綱しか載せていませんけど、乳児の１カ月健診というのも

このたび経済負担の軽減を目的として始められました。費用の２分の１、上限２，３００

円を助成するということになっています。産後ケアについては書いてあるとおりですけど、

デイサービス型、宿泊型また訪問型というのがありまして、デイサービス型、宿泊型とい

うのは表にあるとおり利用料が発生します。ただいろいろこの母子の健康相談また乳児の

ケア等、まだ利用等についてどれくらいかというのは報告を受けておりませんのでわかり

ませんけど、これから増えていくのかなという気がしとります。 

続いて１５ページですけど、介護保険要介護認定者数の総給付費の推移を表にまとめま

した。第１号被保険者数、認定者数、認定率、総給付費ですね、付けております。下のほ

うはグラフにしたものですけど、平成２４年度が認定者数は８６１人、２８年度は８６４

人です。人数的には変わりませんけど一番下の総給付費を見てもらいますと、大分増えと

るなあという気がしとります。これは一人あたりの給付費が上がっとるということでして、

介護保険、年々ずっと改定のたびに上がってきとりますけどこれからどうなるかなという

心配はしとります。そこで今回介護給付費等の準備基金条例を制定しました。介護保険の

計画は３年ごとの計画になっとりまして、３年間をトータルして保険料の設定をするとい

う形になっとります。この３年間で収支差額が発生した場合は、準備基金を作って適正に

管理することが望ましいと言われていますけど、湯梨浜町の場合この基金が設定されてい

ませんでした。そこで今回５，０００万円差額が出まして、その基金に積み立てるという

条例を制定して５，０００万円を積み立てたということであります。この計画期間の差額

が発生したときにこの基金を運用して不足額等を繰り入れ、介護保険財政の安定化を図る

というのが大きな目的ですけど、これまで何で基金が制定されていなかったのかなという

こともありますけど、あまし大きな額がなかった。ただ、差額が出たときは繰り越しとい

う形で運営しておったと思います。それと何期かちょっと記憶がないですけど赤字になっ

て借りてきたというときもありました。そういう状況ですので、これからも介護予防等こ

れまで以上にしっかり対応していく必要があるなという思いでおります。 

資料はありませんけど、最後に泊地域のこども園の在り方検討委員会というのがありま

した。以前、町全体でこのこども園の在り方を検討していくときがありましたけど、泊地

域においてはその当時、こども園の入園率、保育園、保育所とか言ってましたけどその当

時は。７０％から８０％程度あったので施設も建てられてから数年という状況で、新しい

ということがあって泊地域に限っては、その在り方検討委員会のことは話し合われません

でしたけど、近年人口も減ってきましたし子どもたちの数も激減と言っていいほど減って

きとる状況で、入園率等も稼働率といいますか４０％以下になっておる状況です。そこで

昨年９月から検討委員会を開いて、これまでに委員長さんがおられるので多分、６回だっ

たと思うですけど、開かれて協議を重ねてこられました。委員会としてもその都度報告を
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受けながら協議をしておったわけですけど、このたび最終報告書が１１月に町長のほうに

提出されるということになっとります。今後その報告書をもとに町のほうで協議を行い方

向性を持った上で、保護者会なりそれぞれの集落に出向かれて説明をしていかれるものだ

ろうという思いもしております。また、その点においても委員会等で協議していくことに

なると思いますし、議会においてもこの問題は重要課題として協議、検討していくことに

なるだろうと思っとります。なお、その第５回での報告を受けた時点では議会だよりのほ

うにも掲載しておりますが、将来的には新設統合が望ましいということになるのではと思

っております。以上です。 

米田委員長  続きまして、議会広報の活動状況について報告させていただきます。 

議会広報常任委員会のメンバーは議長以外、議員１１名で構成されております。 

主な活動としましては、一つは常任委員会、全員協議会等の会議を動画でホームページ

に掲載しております。もう一つは議会だよりの発行ですけれど、これが年４回、５月、８

月、１１月、２月と発行しております。 

編集のほうは先ほど１１名と申しましたけど、２班に分かれて編集をしております。一

番新しいのが１１月の５６号ですけれど、この表紙は今回河田議員が撮られた写真であり

ます。 

心がけておる点については、読んでみたくなる紙面、また住民目線で読みやすい内容と

か等を目指しております。そして県、全国の研修会等で研鑽はしておりますが、その研鑽

の成果を毎回編集の中で活かすように心がけておるんですけれど、ただ改善のほうは議員

のほうで研修した中で改善しておりますので、町民の方の声がなかなか取り入れることが

できていないのが状況でありますので、何かありましたらどしどし、よい紙面にこれから

も頑張ってまいりますので意見を聞かせていただければありがたいと思います。以上でご

ざいます。 

寺地委員長  それではここで、今発表をいただきました事柄につきまして若干質問をお受けしたいと

思います。質問にあたりましてはお名前をお願いをいたしたいと思いますし、マイクのほ

うで質問していただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

住民     浦木委員長さんの説明の中で７ページを開いていただいて、３点ほどお尋ねしたいと思

います。 

風力発電、太陽光発電です。収支状況実績になっとります。それで１４年といいますと

県内第１号の風力発電がということで華々しくデビューしたわけでありますけども耐用年

数が１５年ということですから、まさに今年平成２９年ということです。この実績という

ことになりますと、２８年でもちろん止まっているわけですけども中電の売電契約が確か

平成３４年でしたですね。となると実は今年から数えて、あと５年は変更契約とか回復し

ない限りあるわけですね。これは要望ですけれども収支状況実績というのは、確かに過去

の実績、現在の状況というのはわかるんですけども、この売電契約の平成３４年までこの

図でいきますとあと６年加えたところの予想計画というものが作れないかどうか。ってい

いますのはですね、これ風力発電も売電契約の２行目の太陽光発電もすべてこれからは右

肩下がりで減少するっていうのが、これは顕著であります。それからこの地方債で災害復
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旧事業費ってなっておりますけれども、この過疎債というのはですね、私の記憶によりま

すと確か５年延びて３３年３月ですか、３２年度。この過疎地域自立促進計画でも説明が

あったと思うんですが過去にですね。平成３３年の３月まで延びるということになると、

ここの地方債の事業債というものが去年は１４０万ですが、これを有効に使って歳入のほ

うに入れることができるかどうか。さっき申し上げたように、平成３４年の売電契約が終

了するまでにその地方債がどういうふうになるかと。まさに３４年までするということに

なれば過疎債の地方債はすでに終了しておりますけれども、ここになんらかの予想の数字

が上がるかなというようなことで、歳入のほうの数字がある程度見込みが立つんじゃない

かと。これだけでは毎回広報ゆりはまに出しておりますように存続するのか、モニュメン

トがどうのとか、いやこのままでは大変だとかいろいろ議論してはあるんですけど、その

辺の契約が終わるまでの予想計画というようなことに数字を置きかえて議論をするという

のもひとつの手かなと思いますね。維持管理に２００万、３００万とおっしゃいましたけ

れども、ここの歳入のところの数字を見て歳出がどうなるかというものが差し引きしたら

わかると思うんです。それで表の２８年度だけ見てもですね、２７年もそうですがあきら

かに赤字という数字がこの合計欄で差し引きでわかります。ただいつも執行部が言うのは、

修繕料でこれは保険で対応しますからっていう言葉がちょっと耳に残るんですけれども、

この修繕費で対応しているというのは、この歳出の一番上の修繕料だけですか。一番下の

償還金の上の工事請負費も修繕というのは保険対応になっているんですか。その辺もちょ

っとお聞きしたいんですね。そうなると保険料で対応してますというような返事が、実際

には歳出から差し引きでマイナスになってくる数字というのがここでは見えないんです。

例えば、歳出は２８年度去年は７５７万６，０００円の支出でしたよということですが、

実際にこれは保険料で見てもらった額というものがいくらなのかというのがちょっと見え

ないのです。あるいは、この修繕料の金額は全部保険対応なのかどうか。そういう説明で

すとわかりますけど、そうなると実際の歳出の生の数字ということでないわけですね。で

すから、修繕料とか工事請負、工事請負費はかなり大きな額です。あれだけの風車の修理

ですから、おそらく３０万、４０万じゃ直らんじゃないかなと想像するんですけれども、

その辺りの説明がほしいかなというふうに思うです。それで今後、もし６年間プラスして

３４年度まですると当然この役務費の建物災害保険料掛け金は、どんどん延びていく一方

ですね。そうなると歳出の数字がどうなるかというような心配がありますけれども、この

ままでは今後どうするかというような議論にはちょっと乏しい資料かなと思いますが、ち

ょっとケチつけるわけじゃありませんけれども、やっぱり３４年までの中電売電計画があ

るならばそこまでいけばこういう数字がありますよと、だから存続は難しいですよ、いや

存続は可能ですよと、保険料ではいくら出ますと、過疎債から出ますからここの数字はこ

ういうふうな歳入も見込めますと、そういうようなところまでちょっと説明していただけ

ればありがたいんですが、いかがでしょうか。長くなりまして申しわけありません。 

浦木委員長  資料が２８年度までの資料しか配布してありませんので。今言われたように、３４年ま

で売電収入はどうなのかということにつきましては試算はしてあります。年間に約１，０

００万の売電収入の試算でございます。修繕料としては４０万の見積もりでしてあります。



- 9 - 

あと県とか補助金ですね、交付税とか県の補助金。これは２９年から３４年はゼロ。補助

金なしです。そういうようなことからしてトータル的には３４年度が３,１００万の赤字。

だいたい平均して３，９００万から４，０００万の赤字というのが２９年から３４年の試

算でございます。 

それと保険の分ですけども、収入のほうの３番目の建物共済保険金というこの分が保険

として入った金額です。修繕費の保険として入ってきた金額でございます。あと、支出の

ほうの分で役務費（建物災害保険）、これが保険料ということでございます。今答えたこと

でだいたいよろしいかな。 

住民     わかったような、わからないような。私がほしかったのは保険料のほうでお金が入りま

すということになれば実際の差し引きがプラマイゼロというようなことがあるかなと。い

や絶対出ませんよ。ところがこの表では修繕の分が保険料ですって言われたんだけども、

それが表としては歳出からどうにいなるですか。歳出の戻り入れというんですか。結局、

保険から出るんだから実際の歳出からは引かれますよという表があればわかりやすいなと

いうことですね。だけど浦木委員長が言われたようにここに載っとるのが保険ですという

ことになれば、これを全部足したら歳出の合計になるはずがないですよね。だから、それ

がちょっと知りたいのでという意味です。私らは数字で正直にすごい赤字だなというふう

に見えちゃうんだけども、もしこれが、保険でカバーしてあればそんなにビックリするほ

ど歳出はないですよというふうにも読めれるし、それをもう少し備考欄に書くとか、ある

いはもう一段設けていただくと実際の歳出の生の数字だけれども保険が入るから実際には

歳出が抑えられていますよという表になるんですけど、いかがでしょうか。 

浦木委員長  先ほども言いましたように、保険で入っとるお金っていうのは建物共済保険金っていう

のは収入の欄の３番目、上から３番目ですね。これが保険から入ってきた修理代。 

住民     実際には払ってないわけですね。歳出の欄に載っとっても。入ってくるお金が歳出に載

っとるってことですか。 

浦木委員長  いやいや収入のほうに入ってます。保険から入ってくる分は収入のほうに入ってます。

修理代として払っとるのというのは修繕料です。もう一個は先ほども言いましたように役

務費の中に保険料ですね、年間の保険料２０何万ですか、２０万余りですか、これが年間

の風力発電の施設に対する保険料ということでございます。確かにこれわかりにくいとこ

ろがあります。その辺もうちょっと簡素に誰が見てもわかるように格好での試算っていい

ますか、見込み等の分は作るように行政のほうに申し入れしてみときます。 

住民     そのほうがいいと思います。これは執行部が作ったのか、議員さんが作られたのか。実

際に執行部と議論する場合は、やはり数字が物を言うわけですね。そうなると２９年以降

の３４年まではどうなっとるだいやっていうような議論に必ずなると思うんです。そうな

ると数字でいけば、いつ風車が止まるかもわからんけれども見込みとして大体こういうふ

うに推移します、あるいは売電はこれだけしか入らんと思います、っていうようなことの

３４年まであれば、なお契約完了までの数字が明らかになって議論がしやすいんじゃない

かということを申し上げておきたいと。 

浦木委員長  すみません、先ほども言いましたけどお手元に配付してある分は２８年度までなんです
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けども、私が執行部のほうからいただいた資料あるいは総務産業常任委員会で論議すると

きに執行部が出した資料は３４年までの資料です。 

住民     はい、わかりました。実績ではなくて予想計画みたいな感じですよね。 

浦木委員長  もしあれでしたらまた配布させていただきたいと思います。 

住民     わかりました。最後に過疎債はどうでしょう。３３年までを見た。地方債は使えません

か。 

浦木委員長  その辺はちょっと私は、その補助金とかいうところにはまだ、このことについては確認

とっとりませんので。 

住民     いやだけど、３４年までありますっていう中にそれが出てこないといけませんが。 

浦木委員長  その分については、先ほども言いましたように交付税とか県の補助金というのはゼロだ

と。 

住民     過疎債ですよ。 

浦木委員長  だから過疎債…。過疎債はありません。 

入江議長   我々もきちんとわかってない部分もあるので持ち帰りまして回答させてもらいます。そ

うさせてください。 

住民     結構です。ただ２８年度に１４０万上がっているので。過疎債。以上です。 

寺地委員長  次、ございますでしょうか。 

住民     生涯活躍のまちのミドーレイクホテル跡地の町営住宅についてですけれども、先ほど、

浦木委員長さんは町営住宅を一カ所に集約するという方針であると言われましたけど、こ

れは羽合地域の旧雇用促進住宅と松崎の町営住宅に限った、二カ所を集約するということ

でしょうか。今後町内の町営住宅を老朽化したら羽合地区に集約するという意味でしょう

か。 

浦木委員長  雇用促進住宅は別です。聞いとるあれによると５０戸余りを建築したいというふうな町

営住宅をね。私も何カ所か二カ所か三カ所っていうようなことを聞いとりますけども、実

際トータルしてなんぼあるかというのは確認しておりませんので。 

入江議長   補足させていただきます。その件については、主は今一番老朽化が進んでおります、東

郷エリアの堀の内っていう東郷池に面したところに古い平屋建ての町営住宅があると思い

ます。それと桜コミュニティの下の団地ですね。あそこがこの間の地震等でも、ちょっと

崖地の崩落等もありまして危ないということもありますし、全体的に老朽化が進んでおり

ます。その辺の集約というのが一番の目的です。今お話があったように、そういうことも

含めて雇用促進住宅を買って長瀬団地として運用しとりますけども、あそこにおいても耐

用年数のこととか今後でてくると思いますので、やはりそういうことを町全体での町営住

宅のあり方ということ、それからやはり、わりと羽合地域だとかにおきましては民間の住

宅、アパートの供給等もありますのでその辺との兼ね合い、その辺もやはりみながらやら

なくっちゃいけないと思いますが、今浦木委員長のほうからありましたように４０から５

０戸ぐらいを目途に、今計画を立ててるという段階です。その段階でしか今現在は我々に

は知らされておりませんので、そこまでしかお答えできないかなというふうに思っとりま

すが。 
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住民     ありがとうございます。松崎の町営住宅は多分長年住んどられる方が多いと思うので、

長年住んどる松崎をよう離れんって言われる方のフォローもしっかりしていただければと

思います。 

それともう１点。Ａコープについてですけれども、Ａコープを活用するということで話

が進んでるんですけど、Ａコープの運営っていうのは来年の春オープンを目指しとられる

ということですけども誰が運営されるのかということと、今、松崎駅前活性化協議会が協

議されてるんですけど、協議会で協議されていることもありつつも、建設のほうはまちづ

くり会社も進めているということで、その整合性というか調整というのが図られているの

かどうか。その辺ちょっと教えてください 

浦木委員長  松崎地区活性化協議会というのが立ち上げられておりまして、現在４回、協議会会合を

やられてある程度の方針は出されております。あくまでも松崎地区駅前ってなっとります

けども、松崎だけではなくして、旭とか中興寺というようなところもエリアとして入っと

りますし、その区長さんも協議会のメンバーに入っておられます。そういった中において

メインは駅前の通りの活性化と商店街の活性化というところがメインになっとりますけど

も、先ほども出ましたＡコープの跡地と、そこも当然関係してきますから商店街となった

ら、いうようなことも踏まえて協議はしておられます。 

住民     Ａコープの跡地のできた後の運営はどなたがされるですか。 

浦木委員長  まちづくり会社が運営っていいますか責任もってやっていくというふうに私は理解して

おります。 

住民     駅前活性化協議会に出た意見も、まちづくり会社に採用していただけるということでよ

ろしいでしょうか。 

浦木委員長  駅前活性化協議会のメンバーもまちづく会社の株主ではないですけども、会合には参加

して意見を言っとられますから、お互いに協力しあって、あの辺は活性化していくという

ふうに私は思ってます。 

入江議長   補足をさせていただきますけども、今、活性化協議会のほうは主体はまちづくり会社だ

と思います、運営のほうは。ここの中にも何ページかに書いてありますように、元気ぶら

りん館という仮称で計画があるように、マルシェの部分だとかコミュニティカフェの部分

だとか、やはりそういうことを一緒になってやられるんじゃないかなというふうに思っと

ります。建物のほうは、今年度それからまた来年度に向けて建築が進みます。お試し住宅

の計画等もありますけども、そうなったときに一緒に先ほど浦木委員長のほうからありま

したように松崎の活性化も含めてですね、そこの中で対応をしていけれる部分じゃないか

なというふうに思いまして、これが一つのモデルになる、特に泊なんか小さな拠点なんか

も含めてですね、そういう集合体の中、そういうものになっていければいいかなというふ

うにも個人的には思ってますけども。また参考にしていただければなというふうに思いま

す。 

住民     ありがとうございます。 

寺地委員長  そのほかございませんでしょうか。 

住民     せっかく住民と議会の意見交換会ということで、今回初めてですけど出席させてもらっ



- 12 - 

たんですけど、議員さん１２名全員おられる会議で重要な意見交換会になると思うんです

けど、こうして泊地域では７、８名、今回。今まで５回の中でどのぐらい集まったのかと。

それから１４日に開かれた羽合庁舎で何名集まられたか。また招集の方法について我々は

区長として案内をもらいましたけど、全体的にどのように招集をかけておられるか。例え

ば女性がこのたびいらっしゃらないですけど、こういった湯梨浜創生については女性の意

見も貴重な意見が出てくると思うんで、そういったただ意見交換をするというだけのこと

なのか、それともいやそうじゃないよと、やっぱりいろんな立場の人が出てほしいという

ことの案内が周知徹底されているかどうか、せっかくのこういう意見交換会ですのでこれ

からもとにかく人の意見が集まるようにしていただきたいと思います。 

入江議長   １４日に行われました羽合地区での参加者は１９名です。どういうような対象において

案内がしてあるか、案内のほうはどうなのかという件であります。まず７５地区湯梨浜町

内には地区がありますので、７５地区のすべての区長さん宛に御案内申し上げている。そ

れからまた基本的には羽合温泉旅館組合の組合長さんだったり、商工会の会長さんであっ

たり、また民生児童委員さんであったり、それから男女共同参画の推進会議の会長さん女

性の方ですけどもそういう方、それぞれのこども園のＰＴＡ関係保護者会長さん、学校関

係の校長先生、また教育委員会委員さん等ですね、４５名の方に封書で御案内を申し上げ

ております。それから議会だより、ＴＣＣ等で御案内をしているところでありまして、今

までどうだったかということであります。今回で５回目ですけども状況としまして、ひと

つひとつ毎年テーマがありますけども、特に近年でありますと中学校の統合問題やはりそ

ういう大きなテーマ、どこの位置になるのかとか、どういう学校づくりになるんだとかっ

ていうことになると、ＰＴＡ関係の方も含めて多いときは８０名とか９０名、一つの会場

であったように記憶しております。ということですので、確かに御指摘がありましたよう

に、せっかくの機会なのにもう少し集めていろんな意見を聞くのがいいんじゃないかって

いうのをもちろんそういうふうに思っておりまして、反省を踏まえて、明日東郷地域であ

りますけども斟酌もしながら次に来年どういうやり方がいいのかということもやっていか

なくっちゃいけないと思いますし、研修もいろんなところに行って住民との意見交換会の

あり方についても、いろいろ他の県外の議員さんなんかにも聞くわけですけどもなかなか

やはり集めにくい、集まらないというのが、どこの議会でも大きな問題のようです。やは

り出かけて行って皆さんの意見を聞くっていうのは大変重要なことだと思ってますので、

多くの人に集まってもらえるような仕組みっていいますか、方法をもう少し検討していき

たいと思いますし、是非ともこういうことをきょう経験しただけど別に区長さんじゃなく

ても一般の住民の方でも結構ですので声をかけ合って、一緒に行って聞いてみようやとか、

意見があったらこういう場で言ってみようやとか、そういうことをしていただけると広が

りが出てくるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

寺地委員長  貴重な御意見ありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。 

時間がおしとりますので次のほうに進行させていただければと思います。 

次は湯梨浜創生に向けてということで、意見交換ができればというふうに思います。進

行のほうは河田副議長のほうが行いますので、よろしくお願いいたします。 
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河田副議長  それでは司会のほうをバトンタッチをさせていただきまして、皆さんと意見交換という

ことで進めさせていただきます。テーマとして非常に大きなテーマ湯梨浜創生に向けてと

いう大きなテーマを上げておりますが、４項目題名をつけさせていただいております。一

つずつ御意見を伺いながら関連、御意見、提言を伺いながら進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

まず、①学校等跡地問題についてということで題名のほう上げさせていただいておりま

すが、こちらもまだ町行政側のほうからも特別具体的な方向がまだ示されたわけでもござ

いません。議会のほうとしましても、今年の９月に先ほど上野委員長のほうの御挨拶にも

ありましたが行政とは別に、改めまして中学校等跡地利用検討特別委員会というのを立ち

上げまして、これから跡地をどのように利用していったらいいかという協議を進めていこ

うとしている段階でございます。それに向けまして皆さんのほうから、ああしたほうがい

いよ、こうしたほうがいいよと。例えばミドーレイクホテルに持っていく町営住宅を民間

の土地で費用がすごくかかるんなら学校の跡地を利用したほうが安くなるんじゃないかっ

ていうような御意見ですとか。例えばですよ。あとは、大きな企業どこか誘致してもらっ

て若者が働く場を設けてもらったらいいんじゃないかというようなそういった御意見がご

ざいましたら、今後の検討材料にさせていただきたいということで皆様の御意見、御提言

を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。何でも結構でございます

のでお願いいたします。なお応答に対しましては、議長を中心にお答えをさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

住民     初めの説明の中で今も河田議員さんが言われましたように、学校の跡地にそういうよう

な町営の住宅でもというような案も浮上しとるということなんですが、実際今、北溟中学

校の跡地利用検討委員会というのが９月に開催すると宮脇町長が言っとられました。実際

は開催してないということですね。９月に開催してるということで、どういう検討結果が

出るかということでちょっと読ませてもらいたいだけど、読むどころかしてないっちゅう

ことですね。そういうような開催ができなかったというようなことは月例報告会か何かで

あるんですか。あるいは議員さんのほうが「どうなってるんだ、第１回９月にするって言

ったじゃないか。」と、もし開催ができておれば議会だよりの１０月号でも載せれるじゃな

いかっていうようなことまでは踏み込んでないんですね。非常にこれは大事なことですの

で。例えば北溟中学校の跡地が今どういう状況かと言いますと、防災対策あるいは防災津

波マップの中の指定緊急避難場所になっているんです。私が言うまでもなく。隣にも羽合

体育館というのがあるんですが、ここはそういう非常災害事態にどういう部落の方がいく

かというと、これはかなり人数まで把握してませんけども田後の南北とか東が行くんじゃ

ないですか。そうなると北溟中学校の建物が更地になったとしても、今言われたような住

宅がどんどんできるようなことになった場合に、防災対策を今やっている総務課のほうの

いわゆる指定の緊急避難場所というものがどういうふうな立場になるかということは皆さ

ん方が考えられての方向で意見を言っておられるのでしょうか。それが非常に疑問なんで

すね。例えば更地になった場合、ライフラインどころか生活もできない、宿泊もできない。

そういうような状況に、今北溟中学校は指定避難場所として載ってるんです。あとからま
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た申し上げますけど、あさひもわかばも載っとるんですが。それを例えば壊すっていう言

い方は悪いんですが、そういうような更地にするとか、あるいは今のような保育所の機能

をなくすとか学校にしてもそうです。学校の機能をなくしてそういうようなところに建物

ができますよと。皆さん方これがＣＣＲＣですよ、利用してくださいよ、じゃあ指定緊急

避難場所はどうなるだっていう問題も考えないと話が平行線になってしまうということを、

もう少し議員さん方も委員会のほうでどういう結論が出たかと。例えばこども園にしても

そうでしょ、はじめはどっかを残すという議論だったのが、やっぱり新しく新設の方向に

向かっていると言われる。じゃあこの二つのまだ新しいと思いますよ、外見上もわかばに

ついては。そういう建物はあとあとどうするかということを考えてのその意見なのかとい

うところまでつっ込まないと、おそらく防災の河本係長が、今一生懸命やっとられるです

が、緊急避難場所、ころころころころ変わったら、そのたんびに指定緊急避難場所が変わ

ると。これは住民にとって非常に大事なことなんです。私は泊のことだけ言えばいいとい

うことではなくて、北溟中学校の題名がここに載ってたんでね、これだったら絶対おそら

く田後の人は困るなという面になるときに、防災の対策からはどういうふうに考えてます

というときに、返事ができないと思うんですね。ですからこれからは建物をじゃあ新しく

しましょう、ここをきれいな更地にしましょうという場合に、ちょっと待ってということ

で、ちょっと立ち止まってその建物を今後どうするかと、今はどういう状態かというもの

もやっぱり詰めて執行部に踏み込んでいくのが議員さんの仕事じゃないかと私は思うんで

すがね。今聞きましたので、９月の開催はだめだったというのも聞いたからできたんです

が、やっぱり議会だよりにも載ってませんでしたね。跡地検討委員会は９月に開催するの

でどういうふうになったのかなということも記事には載りませんでした。開催してないの

で。その辺が執行部も事業実施する段階でその事業実施に至るまでにこういう問題があり

ますとか、あるいは今は綺麗ごとでこういうような皆さん方のハードの面を作りますけど

も、あとあとのことの防災があとあとのことなんですね。そういうことも考えての議論が

これから大事じゃないかなというふうに思いますね。 

入江議長   わかる範囲でお答えしたいと思います。まず冒頭に町長が９月にということを申したよ

うですが、これについては我々議会のほうは一切聞いとりません。これは多分、住民との

…。 

住民     ９月に開催しますというのは広報に載っとるんです。上野議員の質問で。そうですよ、

跡地検討委員会はいつ開催されるんですかと聞いたときに９月に開催するですよと載っと

りましたよ。議員さんどなたも読んでおられんですか。載ってましたね。９月に第１回を

しますよと。それで私は今のような質問をしたんです。載ってましたでしょ。 

入江議長   認識不足かもわかりません。全く示されておりません。開かれておりません。それを受

けて、河田副議長のほうが話をしましたのは例として上げただけで、議論さえもまだ我々

はしておりません。というのは、１７９号のルート設定等もまだ全然はっきりわかりませ

んので、本来でしたらここに学校の跡地問題、それから１７９号バイパス等、特に今まさ

に言われた北溟中学校なんかは、どんぴしゃで関連してるんですよね。１７９号がどうい

うルートを通って延伸していくかということで、まちづくりが変わってきます。どういう
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まちづくりをするか。マスタープランというのを今、立ててやっとりますけど、それによ

ってのまちづくり、例えば、ずっと延伸していく農振はずれてないところを農振をはずし

てそこに宅地化したりだとか、商業地をもってきたりだとかそういうことも出てくるでし

ょう。うちのほうも上野委員長に跡地利用の委員長してもらうようにしてますけども、そ

ういう情報をきちんと下ろしてもらいながら議会としても協議し揉んでいって、我々も勉

強しながら進んでいくというのが現状でありまして、ポンとこういうふうに出しましたけ

ども、これは皆さんが今いろいろ聞かれて感じておられるところで、こういうことはどう

なんだっていう今のような意見を含めてお聞きして我々の中でやっぱりわからないところ

は行政のほうにも問いながら一緒になって解決をしていく、いいまちづくりをしていくと

いうのを念頭においていきたいなというところであります。 

       それと防災のことを言われました。大事なことだと思います、本当に。北溟中学校にお

きましては、耐震化それから直しましたのは体育館だけです。きちんと直しましたのは。

少なからずとも、あの体育館だけは残っていくもんだというふうに思います。今の防災拠

点として、それから生涯学習スポーツの拠点としてのあり方として残っていくものだとい

うふうに感じておりますけども、まだまだ本当にどういうふうな形になっていくかってい

うことさえもまだ示されておりません。県のほうからもまだルートのことも一応３案と言

われてますけど、３案の具体的なところまでも、ざっとした線だけをこういう感じかなと

いうのだけは示されましたけど本当に具体な部分がまだ測量も最終的に終わってませんし、

これからの課題だと思いますので、十分に勉強さしていただきながら皆さんに逐次また報

告さしていただくということにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

河田副議長  貴重な御意見ありがとうございました。こういった御意見を参考にさせていただきなが

ら今後私どもも検討を進めてまいりたいと思いますので、御遠慮なく申し付けていただけ

ればと思いますので。どうでしょうか、そのほかの方で御意見ございましたら。 

時間も経過いたしますので、次に進めさせていただきます。 

今議長のほうからも少し話がありましたが、国道１７９号バイパスということにつきま

して、御意見がございましたらということで伺いたいと思いますが、この１７９号バイパ

スといいますのが、前回の羽合の意見交換会のときに場所がよくわからないと言われるよ

うな方もおられましたので簡単に説明をさせていただきますと、倉吉警察署の前の４車線

の道路ですね、あれをずっと信生病院の前を通って突き当たりまして右の方向に曲がりま

す。あじそう、まるごうの前を通って湯梨浜の役場前を通ってバイパスに乗るところの現

状が国道１７９号というのがございます。特に信生病院前の交差点から役場の前までの道

路が通勤時間帯に非常に混雑するということもございまして、その混雑緩和をするために

バイパスを４車線道路を延長させてバイパスをつけて緩和を図るというような目的で計画

があるようです。先ほど議長も申し上げましたが、まだ計画の段階ではっきり具体的な案

としては示されておりません。皆さんのほうの御意見で何かございましたらまた参考にさ

せていただきたいというような思いもありまして。 

入江議長   補足をさせていただきます。１７９号線の計画につきましては、皆さん御承知のように

県立美術館が倉吉にできることが決まりました。建物を建てて、収蔵品の乾燥やらそうい
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うことを含めて、今年も含めてだと思いますけど約６年かかると言われております。その

中で今年度いっぱいぐらいにルート選定をきちんとして用買等も含めて進めていって、県

としては多分間に合わせていくと、やるとしたら考えていくんだと思いますけども、アク

セス道路としての考え方もありますし、今河田副議長のほうから話がありましたように大

変交通混雑が皆様御承知のようにあるということ、特に朝夕ですね、それの緩和というこ

と。それから東部のほうから西部のほうから来られる方、観光客も含めてですが倉吉に入

る導線というのがわかりにくいと、わかりやすいルートを示してほしいというようなこと

は前からありました。そういうことも含めてですけど、そういう話が上がっとりまして、

福産というところで止まっております。あそこから延伸をかけてはわい長瀬の今の山陰道

が走ってるところまで、引っ張っていって渋滞緩和等も含めて図っていくというのが今の

考え方であります。 

住民     この１７９号線アクセス道路に関しましては２年前でしたか、この住民と議会の意見交

換会で出していただいて初めて知りまして、我々商工会でも協議をさせていただきました。

大変ありがたく思っております。ただその後２年が過ぎましても全く新しい資料が出てこ

ないと。先ほど入江議長さんが言われましたけど、倉吉に美術館が決まりましておそらく

県もそれに間に合わせるようにするでしょうし、多分、山陰道の北条道路もそれを見越し

て急ピッチで進められると思います。ただ、なかなか行政としても資料が出てこない、情

報が出てこないということですけど、できましたらその情報文書を取りにいくというか県

に聞いていただきたいと思います。商工会の中でもいろいろ議論しまして、やっぱり当事

者である商店とかは危機感を持っていますが、業種が違う方あるいは他のエリアの方は安

全でスムーズな道路ができるほうがいいのではないかという意見もありまして、商工会と

して行政に意見書を出しましたけど全く相異なる２つの意見を提起する形で、あれだった

ら白紙委任と一緒になってしまうので私も役員してますけどちょっと反省してますけど。

ただ言えることは我々泊の住民は平成１５年に青谷羽合道路ができたときに、その結果と

して旧９号線の沿線沿いの商店がほぼ全滅した経験を持っております。この１２月に山陰

道の、今工事しておりますけど八束水から鳥取まで繋がる、その前にすでに今の９号線に

ありました浜村のレストランとガソリンスタンドは、それを見越して閉店か撤退されまし

た。やっぱり必ず影響はありますので、なんとかこの１７９号線は事故も多いですし渋滞

も多いですけれども、この新しい道路について反対はしませんけれどもなるべく現道の商

店の悪影響、マイナスの影響が最少になるように我々も協議しますし議会の方も一緒に考

えていただければと思います。さらには、いただいた資料を見ますと仮にバイパス整備を

しない場合、平成４２年の交通量も整備をしなくても交通量は減少しています。これは高

齢化だったり人口減少によるものだと思うですけれども、さらにバイパスができたら３割、

４割交通量が減るということで結果的には半減してしまうのではないかという懸念もあり

ますので、何とかその辺を御配慮いただければと思います。よろしくお願いします。 

入江議長   貴重な意見ありがとうございました。冒頭の行政に対してということがありました。ア

クションを起こすべきだというような。常に執行部を通して整備局等に投げかけておりま

す。この間も所管の総務産業常任委員会の浦木委員長からも話がありまして、整備局のほ
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うからもおいでいただいて話をしてもらうような段階に大分近づきました。今、日程調整

をしているところです。だいたいのところはまとまったようですので我々も本当に聞きた

くて、知りたくてうずうずしてるようなところもありますので、それをまたきちんと報告

と言いますか受けたあとに委員会、議会等でもきちんと斟酌しながら皆さんのほうにでも

商工会さんはもちろんそうですけど報告できるようにしていきたいなというふうに思って

います。 

それからいろんな配慮のこともありました。もちろんそういうふうなことは議会として

も考えております。決して道がつくことによって活性化することもあるでしょうけど反対

に衰退する部分というのもあると思いますので、その辺が極力ないような方策というのを

一緒になって知恵を出して考えていかないけんじゃないかなというふうに思ってますので、

その辺のこと今後とも商工会さん等も含めていろいろ協議しながら予算のことであったり、

いろんなこともあろうかと思います。補助金のことで賄えることもあるのかもわかりませ

ん。その辺また協議さしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

河田副議長  ありがとうございました。そのほかどうでしょうか。ございませんでしょうか。 

では次に進めさせていただきたいと思います。 

③生涯活躍のまちについてということで、テーマを上げさせていただいておりますが、

先ほど総務産業常任委員長のほうからも簡単な説明でありましたけど、お手元の資料に書

いてあるような内容でございます。まだまだこれもはっきりした具体的な進行は見えない

わけですが、皆様の御意見、御質問等がございましたら何なりと提言していただいたらと

思いますが。 

住民     泊で意見交換会ということでございますので、泊らしいところを少し要望していきたい

というぐあいに思います。今、小さな拠点ということで遠藤会長、石沼副会長と中心にな

られまして鋭意取りまとめをしていただいてるという中で、行政のほうもしっかり関わっ

てくださっております。そういう中にあって今回６ページの地図を見ましても、以前宮脇

町長にも苦言を申し上げたことがあったんですが、私も行政におった人間でありながらこ

ういったことを言うのは非常に言いにくい部分もあるんですけども、宮脇町長、御出身が

泊だから泊に対しての泊地域のなかなか案を出していくというのが難しいのか、そこらが

よくわかりませんけども、全体に今、行政にしても議会にしても東郷湖周地域に目が向い

ている。泊は合併前からインフラ整備等については、ここに副町長もいらっしゃいますけ

ども、非常に旧泊村時代に努力をしていただきましてインフラはかなり早い時点でいろん

な意味で整備をしてきたというぐあいに思っております。そういう意味では一番小さなと

ころが過疎を使いながらどんどんインフラを整備していったというようなところがあった

のかなと思います。今現在、合併以後を見てみますと過疎債を突っ込んでも泊のインフラ

の状況が、じゃあどこがいったい何が変わっただいやって言ったら全然ないような気がい

たします。先ほど申し上げたように町長にしても行政側にしても議会側にしても、東郷湖

周地域のほうに目が向いとって泊地域になんら見返りがないといいますか、そんなふうな

ことを痛切に感じます。ここ１０数年の間に泊地域の人口が１，０００人以上減ってます

ね。今２，６００代でしょうか。以前３，６００から４，０００近い状況がずっとあった
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んですけども、ここ急激に人口も減少しているというようなこともありまして、今現在私

も６５歳になってあと１０年もすればひょっとしたら車に乗らんような状況になってくる

と。まさに買い物難民、上野議員がしょっちゅう言われてましたけども、そういう状況が

出てくる。周りに商店もない。今回山陰合同銀行も撤退するということが出てきました。

益々非常に住みにくいなっていう感じがしております。そのあたりを２８年の基本計画見

ても、小さな拠点と書いてあって泊エリアにはグラウンド・ゴルフぐらいしかないという

ようなこともありますので、そのあたりを小さな拠点を一生懸命議論していただいており

ますが、住環境の整備ですとか、今検討されている保育所の統合、小学校の何とか工夫し

た利用ができないかとか、あらゆる面で人口増やせとまでは言いませんけども、特徴ある

泊づくりをもう少し議論していただければということで要望しておきたいと思います。 

入江議長   現時点で回答になるかどうかわかりませんけども、取り組みの中で御承知のように今年

度から泊小学校、特に羽合エリアからの通学っていうのを可能にいたしました。今年６名

の子どもさんたちが羽合エリアから泊小学校に通っております。これはひとつのエリアに

対する人口の移動なんですけども、活性化も図られている一つの私はほかにはない事例で

いいことでないかというふうに思ってます。こども園に関しましても、今、多く子どもさ

んたちがいるのは、ながせこども園、はわいこども園、とうごうこども園。私、田後なん

ですけど、たじりこども園も交通の便も含めて狭いんですけど多いということで集中もし

てますけども、やはり泊エリアのほうがいいなというお母さん方もあるようです。ゼロで

はないようでして、そういう方がわかばだったら連れて行って保育が受けれるよというよ

うなこともありまして、そこに行かせておられた子どもさんをそのまま泊小学校のほうに

通わされているっていうような事例もあるようですので、是非ともそういうようなことを

推進しながら先ほど人口減の話もありましたけども、少しでも実態としてあるかどうかと

いうのはまた別の話しとして、そういう努力はできるんじゃないかなと思いますし、今後

小さな拠点もですけども若い人が住む、一時期浜山地域とかあそこの開発があったように、

ああいう開発もあってもいいんじゃないかなと個人的には思ってまして、その辺のことも

議会の中で提案、提言みたいなものをまとめながら行政のほうとも話しながら泊エリアの

活性化に向けて我々も動いていきたいなというふうに思ってまして、十分な現時点の回答

になるかわかりませんけども、そういう思いでおりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

河田副議長  ありがとうございました。大切な御意見として持ち帰らせていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

そのほか皆さんのほうで何かございませんでしょうか。 

住民     地域の創生、活性化という中でどうしてもＣＣＲＣが出てきますけど、こういった過疎

の問題とか地域の活性、総合戦略でも上げておられますけどほかの地域で例えば成功例が

ＣＣＲＣで地域の移住とか一番いい地域はどことか、そういったところが参考にされて取

り組んでおられるのか、それとも町自体でやっておられるのかということを教えていただ

きたいなと思います 

入江議長   わかる範囲でありますけども、それぞれこれを取り組むにあたっては、コミュニティネ
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ットさんというところに今入ってもらってますけど、東京が本部でしていろんなところで

全国でこういうような取り組みをやっておられます。そういうところに行政も含めて視察

に行ったりはしているようですけども、そのエリア、エリアで、それからとりまく環境の

中で全く違うもんですから、例えば都会地に近いエリアにおいては、やはりサービス付き

高齢者住宅というのは結構いろんな人が環境さえよければ、どんどん来られるわけですね。

お金も持っておられますし。そういうところと我々の湯梨浜と鳥取県の中では取り組んで

おります南部町と条件というかそういうものも違うと思いますので、エリアに応じたよう

な特色が活かせるようなあり方づくりをしていくというのが大事じゃないかなというふう

に思ってます。成功例と言われますとなかなかそこまで勉強してませんけども、情報を得

てませんけども、その辺をきちっと我々ももう少し、まだまだ勉強不足でもありますので

検証をしながら進めていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

河田副議長  ありがとうございました。そのほかどうでしょうか。 

時間も経過いたしますので、最後４番目のテーマに移らさせていただきたいと思います

が、地震関連ということで書いてございます。昨年の１０月２１日、中部地震が起こりま

して比較的泊地域に関しましては被害のほうがそんなに大きな被害が少なかったかとは思

います。行政のほうも直後には迅速に対応していただきまして避難所の開設等々行ってい

ただいたわけですが、皆さんその後、そのときでもよろしいです。その後でもよろしいで

す。また今後そういった地震が起こらないとは限りませんが、そういったことに対しまし

て何か御意見、御提言等がございましたら申し受けたいと思いますが、どうでございまし

ょうか。特にはございませんでしょうか。 

それでは時間も残り少なくなりますので、どうも貴重な御意見、御提言本当にありがと

うございました。何度も申し上げますがまた持ち帰らせていただきまして、今後の検討材

料とさせていただきますので、どうもありがとうございました。 

それではまた進行のほうを代わらせていただきます。 

寺地委員長  時間も押し迫ってまいりましたが、最後に住民の皆さんからの意見、提言ということで

議会に求めるもの、まちづくりについてその他というようなことで、忌憚のない御意見を

いただければというふうに思っとりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

住民     執行部のほうが主催ということになるとは思うんですけれども、月例報告会というのが

議会のない月の第２水曜日でしたか、開催されておられると思います。これが議会だより

から姿を消しました。月例報告会を載せなくてもいいというような断りの記事もなかった

ように思いますけれども、これは今の入江議長ではないとは思うんですが、議長の一存で

１２名の方が例えば常任委員会とか定例会はあるから月例の報告会はいいじゃないかって

いうふうにまとめられたのか、あるいは今米田議員が委員長でありますけどもこれからの

議会の広報はそういうものは載せずに、スリムにシンプルにやるというようなことで統一

されてやられたのか、まずその辺のところから聞いて次の質問にいきたいと思います。実

際には米田委員長でないときから、実は平成２５年からないんです。これがどういうわけ

で大事な執行部からの月例報告会を載せなくなったのか。よく見ると紙面はないこともな
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いんですね。工夫をすればまだコラム欄があったり、あるいはこういう報告がありました

ってそんなにどんどん報告はないと思いますけれども、議会のない月にということになれ

ば４回あるわけですね。だからその分を１回でも載そうとかいうようなことがなかったの

か、あったのか。その辺をお聞かせ願いたいと思います。それから次の質問に行きたいと

思います。 

米田委員長  すみません。私、なくなったのも知らなかったもんでね。私のほうの認識としてどうい

う形でなくなったということは全くお答えはできないんですけれど、今意見がありました

ので、また検討していきたいと思います。 

住民     理由がはっきりすればいいということですから、なぜなくなったのかをお聞かせ願えれ

ば次の質問のやり方も違うと思います。 

濱中委員長  なぜなくなったかと言われたら答えようがないぐらいのことなんですけどね。実際には、

報告を受けて委員会でそれらを協議をしていくということがあります。紙面の状況がある

のではないかと言われるですけど、いろいろ勉強していくうちに文字ばっかりたくさん書

いても目をとめてもらえない。文字を読むのが減ってきているっていうんですか、そうい

うこともあります。月例報告会にあがってきたことを載していくことも可能ですけど、委

員会の中で協議していくということがありますので委員会を重視して載せてきたのかなと

いう今思えばそういう気がしとります。 

また、行政主導でやっとりますんで、町長部局のほうが司会もしながら議員に報告して

いくという形をとっとりますので、そこで議会広報としては直接的には関係ないのかなと

いう気はしとります。 

住民     わかりました。お二人の回答でよろしいです。ありがとうございました。 

なぜそういうことを申し上げたかと言いますとですね、ここは泊地区の方がほとんど集

まっておられると思いますので、泊の大きな問題といいますか、目玉といいますか、実は

昨年の９月に決着したと思うんですが、いわゆる泊沖の洋上風力発電事業の問題です。こ

れは平成２２年から始まって議会ともあるいは執行部とも業者がどうしただとか、どうな

っとるだというような質問が大変出たんですが、去年の９月ごろに実際に沖防波堤の３５

メートルポールが撤去されました。基礎部分を残してですね。これこそ大事な事業で決着

をみたかと思うんですが、それが月例の報告会に執行部からなかったと言えば非常に怠慢

なことかなと思うんですね。なぜかというと、これはもともと役場自体がそれこそ手を挙

げてやりましょうというようなことで１００億円事業でしたが、途中から業者が行方不明

になったとか、頓挫したとか、あるいはホゴセンヨウだとか県土整備局をさんざん悩まし

たんですが、今すでにポールは無いんです。そうなるとそういう決着の仕方ではわだかま

りがあるようで後腐れが悪いんですけども、とりあえずは洋上風力発電の事業というもの

は業者に何と言いますか、うまく騙されたというか町おこしに皆さんがのったけども結果

的には日の目をみることなく終わったと。それの月例報告会がですね、執行部の返事がま

だ進展がないので説明を要しないとかっていうことをちょっと思い出しましたけど、それ

からどうなっとるかというのが全くどこにも活字も載ってないんです。だから去年の９月

というのは意味があるんです。県土整備局が業者にそれを撤去させた月なんです。ですか
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ら１０月には議会がないのでおそらく定例報告会に執行部がさぞ言っただろうと思いきや、

いわゆる月例報告会にも何も記事が載っておりません。だから、たいしたことないじゃな

い、たいしたことあるんです。皆さん方がさんざん議論した大きな問題だったと思うんで

すよ。泊の地域にしては大きな目玉になるはずだったんです。だから私はそういう大事な

ことをやっぱり活字がこれをどのくらいそういうような決着踏んだかっていっても５行６

行で終っちゃうんです。そういう月例報告会がありましたよと執行部から説明がありまし

た。えらい７年かかったですけども結果的には甘い夢を見た泊の地域の方、御苦労さんで

したみたいな感じでしょ。だからそういう月例報告会が本当にあったのかどうかさえ心配

ですよね議長さん、そうでしょ。それでなおそれを議員さん１２名が「そうかやっぱり実

現しなかったか。」ということで少しでも年４回の議会だよりにそういう項目が載せてあれ

ば「そういう問題もあったけど、やっぱりだめだったか。業者はもうとんずらしちゃった

か。」みたいなことがわかるんですけど、何の報告もない。それをどう思うかということで

すね。 

それからもう１点は、これは私個人が思うんですけれども、編集後記とかもう少し議員

さん１２名の方に明るいニュースがあればちょっと載してほしいかなと。これは絶対載る

ぞと思ったけど結果的には載りませんでしたけど、去年の４月にありました天皇皇后両陛

下が主催した春の園遊会に鳥取県で６名出席されました。その中で光井議員、光井議長さ

んです当時は。光井議長さんが出席されました。これは議会だよりにとり上げてもいいな

と思いましたけど春の園遊会の字も載りませんでした。こういう議員さんがこういうこと

のいわゆる晴れあるそういう皇居で天皇皇后両陛下が主催する園遊会に出席されましたよ

と。そういうことを光井議員さんがどういうふうに感じたというのはいいですよ、こうい

うことがありましたよ、春の園遊会に出られましたよっていうことが載ってもいいかなと

米田議員、思うんですが。 

これからはコラム欄とか、ほのぼのとするような記事を載せられるように心がけられた

らいかかでしょうか。 

入江議長   ありがとうございます。月例報告会のことについては、私は最終的な発行責任者ですけ

ども委員には入ってませんけども、米田委員長を中心に今一度その辺のことも考えて紙面

づくりをするようにしたいとは思いますし、今御提案のありましたコラム欄的なもの、そ

ういうものも一つの参考として紙面づくりを議会広報常任委員会の中で検討して、皆さん

に読んでもらえる紙面づくりをしていきたいなというふうに思いますので、今後とも御指

導よろしくお願いいたします。 

寺地委員長  そのほかございませんでしょうか。何でも結構でございますが。よろしいでしょうか。

時間も押してきとりますが、もしお気づきの点がありましたら提言書に書いていただいて

回収ボックスのほうに入れていただければ結構でございますし、また後日、議会事務局の

ほうに届けるような体制をとっていただければありがたいなというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

       本日はいろいろと御意見をいただきまして誠にありがとうございました。いただきまし

た御意見、提言につきましては、後日各委員会等で所管のほうの関係で調査またあるいは
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その結論を出すような格好にしていく方針でございますので、出ましたら議会広報等でお

返しをするという格好にさせていただきたいと思います。また議会全体で議論となるよう

なお話もあったかと思いますが、こういった点につきましては全員協議会等で議長のもと

に検討させていただいて、方向性が出ましたら議会広報等でお返しをしていきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

       また、こういった報告会なり意見交換会のほかに各委員会は諸団体といろんな意見交換

をするようなことをやっておりますので、議会事務局のほうに申し出ていただければ議会

運営委員会で検討してという格好になりますが、なるべく幅広い皆さん方と意見交換会を

していきたいという方針でおりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

       今日は本当に貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。 

最後に河田副議長のほうから御挨拶を申し上げたいと思います。 

河田副議長  本日は大変お忙しい中、またお寒い中御出席いただきましてありがとうございました。 

また貴重な御意見、御提言、活発に述べていただきまして本当にありがとうございまし

た。我々もこの意見交換会がワンパターン、マンネリ化しないようにと常々考えていると

ころでございまして、今寺地委員長のほうからもございましたが、小さな団体とか小さな

グループとか申し出ていただきましたら、こちらのほうから出向いてまいりまして、皆様

の御意見を頂戴したいというようなことも検討しておりますので、申し付けていただいた

らと思います。 

とても寒い時期になりました。天気予報では１２月中旬から下旬の気温になるような予

報も出ております。どうぞ皆様、健康には御留意していただきたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして終了とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

【閉会時間 午後８時５５分】 


